
 

社会福祉法人みやま市社会福祉協議会常務理事及び事務局長 
の報酬規程  

制定 平成１９年１月２９日（規程第３号） 
改正 平成２０年３月２７日（規程第３号） 
改正 平成２４年３月２６日（規程第１号） 
改正 平成２６年１月２２日（規程第３号） 
改正 平成２８年５月２６日（規程第３号） 

 

（趣旨） 

第１条 社会福祉法人みやま市社会福祉協議会（以下「本会」という。）常務理事及び事務

局長（以下「常務理事等」という。）の報酬・給与は、「社会福祉法人みやま市社会福祉協

議会の会長・常務理事報酬及び役員・評議員・委員の費用弁償又は、旅費の支給に関す

る規程」第２条第１項２号及び「社会福祉法人 みやま市社会福祉協議会事務局職員給

与規程」よりこの規程を定める。 

（給与） 

第２条 本会の常務理事等の給与の種類は、報酬、給料、諸手当とする。 

（給与額） 

第３条 常務理事及び事務局長の報酬額または給料額は、次のとおりとする。 

２ 常務理事及び事務局長の報酬額は、みやま市職員の給与に関する条例（平成１９年み

やま市条例第５０号。）別表第１の給料表のうち、再任用職員の欄に掲げる３級の給料月

額とする。 

３ 前項の規定に関かかわらず、短時間勤務となる常務理事及び事務局長の報酬額はみや

ま市再任用短時間勤務職員の例により支給する。 

４ ６０歳未満の事務局長の給与は、「社会福祉法人みやま市社会福祉協議会事務局職員給

与規程」による。 

５ 前項に掲げる給与の額が、本会の運営に重大な影響があるときは、理事会の承認を得

て会長が別に定める。 

（諸手当） 

第４条 常務理事等の諸手当は、「みやま市職員の給与による関する条例」に規定する再任

用職員の例により支給する。 

（福利厚生） 

第５条 社会保険、厚生年金、及び雇用保険、労災保険を加入する。 

（退職手当） 

第６条 常務理事等の退職手当は支給しない。ただし、６０歳未満の事務局長は、６０歳

に到達した年度の３月３１日日付で退職扱いとし、「みやま市社会福祉協議会職員の退職

手当支給規程」により支給する。 

（派遣職員） 

第７条 みやま市からの派遣職員については、「みやま市職員の給与に関する条例」により

支給する。 

第８条 この規程に定める以外は、本会が定める規程等による。 



 

 

附 則 

１ この規程は、平成１９年４月１日から施行する。 

２ 第４条の「常務理事兼事務局長の報酬」は平成１９年６月３０日までは、「事務局

長の給与」に読み替える。  

３ 経過措置として平成１９年１月２９日から同年３月３１日までは、合併前の瀬高

町・山川町・高田町社会福祉協議会職員給与規程による。 

   附 則 

  この規程は、平成２０年４月１日から施行する。 

   附 則 

  この規程は、平成２４年４月１日から施行する。 

   附 則 

  この規程は、平成２６年４月１日から施行する。 

附 則 

  この規程は、平成２８年４月１日から施行する。 


